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インフルエンザにご用心！

１. 感染経路をたつ
　人ごみを避けましょう
　外出時にはマスクをしましょう（１日おきに新しいものと交換しましょう）
　外出先から帰った後は、うがい・手洗いをしましょう
２. 抵抗力をつける
　十分な栄養と睡眠をとりましょう
３. 予防接種を受ける
　予防接種は、発症しても重い症状になるのを防ぐ効果があります

医療機関名 所在地 電話番号 対象者区分
高齢者 幼　児 小・中学生

厚生連滑川病院 常盤町 119 ☎ 475-1000 ○ ※１ ◎ ※２ ◎ ※２
吉見病院 清水町 3-25 ☎ 475-0861 ◎ ◎ ◎
荒川内科クリニック 下小泉町 1-1 ☎ 475-0001 ◎ ○ ○
伊井外科医院 加島町 203 ☎ 475-1160 ◎ × ○ 満 15 歳以上
石坂医院 嘉大窪 737 ☎ 477-1818 ◎ ◎ ◎
いわき小児科医院 下小泉町 342 ☎ 475-0132 ○ ○ ○
打田内科 辰野 1362-15 ☎ 476-0050 ◎ ◎ ◎
おのうえこどもクリニック 柳原 26-8 ☎ 475-6677 ○ ◎ ◎
加積クリニック 堀江 182-1 ☎ 476-0558 ◎ × ○ 中学生のみ
くるまたにクリニック 上小泉 395 ☎ 476-5122 ◎ ○ ○
さいとう内科医院 加島町 143-1 ☎ 476-5110 ◎ ◎ ◎
鷹取医院 清水町 14-16 ☎ 475-0345 ◎ × ◎
長崎耳鼻咽喉科医院 上小泉 278-1 ☎ 475-2020 ◎ ◎ ◎
長治整形外科医院 加島町 236-1 ☎ 475-7170 ◎ × ◎
中村内科医院 中川原 188-1 ☎ 476-6222 ◎ ○ ○
ひまわりクリニック 上小泉 1691 ☎ 475-4131 ◎ × ◎ 中学生のみ
毛利医院 四間町 527 ☎ 475-0054 ◎ ◎ ◎

■高齢者のインフルエンザ予防接種
対象者
① 65 歳以上の方
② 60 歳以上 65 歳未満であって、心臓・腎臓・
　呼吸器などに一定以上の障がいのある方（身体
　障害者手帳１級）
接種期間
　11 月 1 日～ 12 月末まで
個人負担金
　1,200 円
接種方法
　対象者に「インフルエンザ予防接種券及び予診
　票」を自宅に送付します。接種希望者は指定医
　療機関にご相談ください。
※受診券は 10 月 31 日現在の年齢で発行します。

11 月１日から 12 月 31 日までに 65 歳に達
する方で希望される場合は市民健康センターま
でご連絡ください。
問合せ先　市民健康センター　☎４７５－８０１１

■子どものインフルエンザ予防接種費助成
対象者
　滑川市内に住民登録のある満１歳から中学 3 年生
接種期間
　10 月 1 日～ 12 月末まで
※  12 月１日から 12 月 31 日までに満１歳を迎えるお子さんに限

り、１回目の接種を 12 月中に行っている場合は、２回目の接種
期間を１月末までとします。

助成額
　１回あたり 2,000 円
※接種に要した費用が2,000円未満の場合は、実費額を助成します。
※接種回数は、原則 13 歳未満は２回、13 歳以上は１回です。
利用方法
①医療機関に置いてある「滑川市子どもインフルエンザ予防接種券」
　に、必要事項を記載し、問診票と一緒に提出して接種を受けます。
※保険証・母子手帳・印鑑をお持ちください。
②接種にかかった費用から 2,000 円を引いた残りの金額を医療機
　関に支払います。

問合せ先　子ども課（内線325）

　インフルエンザは症状や感染力も強く、ときに
重症化して命に関わることもある感染症です。　
　日々の生活でできる予防策を知り、インフルエ
ンザを防ぎましょう。

※１　各科外来にて接種
※２　子どもインフルエンザ接種期間は 11 月２日㈪から 12 月 25 日㈮まで
　　　子どもインフルエンザ予防接種は 8:30 ～ 14:00 の間に小児科外来へ電話にてご予約ください。

■指定医療機関 ＜◎接種可能（要予約）、○接種可能（予約不要）、×接種不可＞

『高齢者福祉入浴券』・『障がい者福祉利用券』などの受け取りはお済みですか？

　市では、平成 27 年度の各種福祉利用券（利用
期間：平成 28 年 3 月 31 日まで）を３月 17 日
から配布しています。
　まだ、平成 27 年度の利用券をお受け取りでな
い方は、福祉介護課窓口（市役所西館１階）でお
受け取りください。

種　類 対象者 利用先
高齢者福祉入浴券 「昭和 20 年 12 月 31 日以前生まれ」の在宅の方で、かつ下記の『障

がい者福祉利用券』の対象者に該当しない方
・塩湯
・あいらぶ湯
・みのわ温泉

障がい者福祉利用券 ア )「身体障害者手帳の１級～４級」をお持ちの方
イ )「療育手帳」をお持ちの方
ウ )「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方

・塩湯
・あいらぶ湯
・みのわ温泉
・市内理・美容店

障がい者福祉タクシー利用券 ア )「身体障害者手帳の１級・２級」または「“肢体不自由・視覚障がい”
　の３級」をお持ちの方
イ )「療育手帳の A」をお持ちの方
ウ )「精神障害者保健福祉手帳の１級」をお持ちの方

・市が提携する
　タクシー会社

のる my car 障がい者無料乗車券 「身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳」をお持ち
の方で、『障がい者福祉タクシー利用券』の対象とならない方

・市コミュニティバス
　（のる my car）

■お受け取りの際は、ご本人または代理人の身分がわかるもの（保
　険証、免許証など）をお持ちください。
※代理の方が受け取る場合は、対象者の親族の方、地区民生委員に
　限ります。
■本年３月以降に各地区公民館や福祉介護課窓口で配布したものと
　同じです。既に今年度の利用券をお受け取りの方には配布できま
　せんのでご注意ください。

※利用券ごとに利用先が定められています。定められた利用先以外では利用できませんのでご注意ください。

問合せ先　福祉介護課（内線３９３・３９７）
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